
諸手当    通勤届（15Ｋｍ以上の場合） 

１． 代理入力 （該当職員から代理入力依頼書を受けて） 

「人事給与システムメインメニュー」の「代理申請」 

       → 「申請届出」 → 「諸手当」 → 「通勤届（自動車のみ利用、支給打切り）」から入力画面へ  

・ 「０２－１－０２ １５Ｋｍ未満の場合」を参照。 １５Ｋｍ以上の距離を入力すると、下記の画面が出てくる。 

 

他に利用できる公共機関を、交通手段ごとに入力する。出発・到着は駅名やバス停

名を入力し、それぞれの距離・所要時間を入れる。 

乗車券等の種類は、回数券等であっても「定期券」を選択する。 

運賃等の額は「1 ヶ月の金額」を入力する。 

備考には、公共機関等の会社名、路線名を入力する。 

入力後、確認をクリックすると画面が変わるので、内容を確認後申請をクリックし、

印刷する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○出力後の用紙は、添付書類を付けて教育事務所に提出。 

  添付書類は「０２－１－０２ １５Ｋｍ未満の場合」を参照。 
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